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１ 骨子案 作成の背 景 

 

国 は 、 ２ ０ ３ ０年度 に 温 室 効 果 ガスを ２ ０ １ ３ 年 度から ４ ６ ％ 削 減 す る

こ と を 目 指 し 、さら に ５ ０ ％ の 高みに 向 け て 挑 戦 を続け て い く こ と を令和

３ 年 ４ 月 に 表 明しま し た 。 ま た 都は、 ２ ０ ３ ０ 年 までに 温 室 効 果 ガ ス排出

量 を ２ ０ ０ ０ 年比で ５ ０ ％ 削 減 する「 カ ー ボ ン ハ ーフ」 を 令 和 ３ 年 １月に

表明するなど 、地 球温暖化対策 を巡 る動きが加速 化し ています。  

こ う し た 中 、 区は令 和 ３ 年 ６ 月 ５日の 「 環 境 の 日 」に、 区 が 率 先 し て 地

球 温 暖 化 対 策 の更な る 推 進 に 向 けた決 意 を 示 す た め、２ ０ ５ ０ 年 ま でに区

の Ｃ Ｏ ２ 排 出 量 実 質 ゼ ロ を 目 指 す ゼロ カ ー ボ ン シ テ ィの 実 現 に 向 け て 取り

組むことを表 明し ました。  

さ ら に 、「 新 宿 区 第三 次 環 境 基 本計 画 」（ 以 下 、「 現 行 計 画」 と い う 。） を

改 定 す る 令 和 ４年度 末 を 待 た ず に、先 行 し て 更 な る地球 温 暖 化 対 策 を講じ

て い く 必 要 が ありま す 。 そ の た め、新 宿 区 環 境 審 議会で の ご 意 見 等 を踏ま

え 、 改 定 に 向 けた基 本 的 事 項 （ 削減目 標 の 見 直 し や、そ の 達 成 に 向 けた施

策の体系等）に加 え、「優先的に 推進 する取組」を とり まとめた「新 宿区 第

三次環境基本 計画」（改定版）骨 子案 をこのたび作 成し ました。  

今後、区では 、ま ず「優先的に 推進 する取組」を 進め ていくととも に、  

令和４年度末 の「新 宿区第三次環 境基 本計画」（改定 版）（ 以下、「改定計 画」 

という。）の 作成に 向けて取り組 んで いきます。  

  なお、骨 子案 に定める事項 につ いては、令和 ４年 度に実施予定 のパ ブリ 

ック・コメン ト（ 意見公募）や 地域 説明会等での ご意 見、さらには 環境 施 

策を巡る今後 の社 会情勢を十分 に踏 まえて、改定 計画 に位置付けて いく こ 

ととします。  

 

 

【 区 の 二酸 化炭 素（ Ｃ Ｏ ２ ） 排 出状況 】 

 

 
2013 年 度  2017 年 度  2018 年 度  

（ 基 準 年 度 ）   基 準 年 度 比   基 準 年 度 比  前 年 度 比  

産 業 部 門 99 63 △36.4% 51 △48.5% △19.0% 

民 生 部 門 2,579 2,238 △13.2% 2,196 △14.9% △1.9% 

 
家 庭 633 574 △9.3% 543 △14.2% △5.4% 

業 務 1,947 1,664 △14.5% 1,653 △15.1% △0.7% 

運 輸 部 門 453 381 △15.9% 377 △16.8% △1.0% 

廃棄物部門  70 77 10.0% 78 11.4% 1.3% 

合 計 3,201 2,759 △13.8% 2,702 △15.6% △2.1% 

 

※  現行計画 におけ る区の排出削 減目 標の基準年度 であ る２０１３年 度と 、 

データが公表 され ている直近２ 年度 （２０１７年 度及 び２０１８年 度）  

の排出量を比 較。  

注 表中の数 値は小 数点以下を四 捨五 入しているた め、 合計が合わな いこ  

   とがあ ります 。 

（  単 位 ： 1000t-CO2 ）  
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２ 改定計 画における削減目標  

 

（１）削減目 標  

   ２０３ ０年 度において、 区の ＣＯ ２ 排出量を ２ ０１３年度比 で４ ６％削減  

   するこ とを 目指し、さら に５ ０％の高みに 向け て挑戦を続け てい く。   

 

（参考：現行 計画 における削減 目標 ） 

   ２０３ ０年 度において、 区の ＣＯ ２ 排出量を ２ ０１３年度比 で２ ４％削減  

 

 

【 ２ ０ ３０ 年度 （中 期 目 標年 度） にお け る ＣＯ ２ 削 減目 標 イ メー ジ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）見直し の考 え方 

 

  ①  削減 対象  

   ア  温 室効 果ガスには、 ＣＯ ２ 、メタン、 一酸化 二窒素等７種 類あ  

りますが、区 では 排出量の約９ ０％ をＣＯ ２ が占め て いることか  

ら、重点的に 対応 していく必要 があ ります。  

イ 省エネル ギー 等の環境配慮 行動 の多くが、温 室効 果ガスの中で  

も特にＣＯ ２ の 削 減に繋がるも ので あり、削減努 力が わかりやすく  

アウトプット され ることから、 区民 ・事業者の意 識向 上に繋げる  

ことができま す。  

ウ 令和３年 ６月 の「新宿区ゼ ロカ ーボンシティ 表明 」において、  

環境省が定め るゼ ロカーボンシ ティ の定義に則り 、削 減対象を  

ＣＯ ２ としてい る ことから、整 合を 図る必要があ りま す。 

 

➡  以上のこ とか ら、引き続き 、削 減対象を「Ｃ Ｏ ２ 」とします。  

  ただし、 ＣＯ ２ 以外の温室 効果ガ ス排出量も注 視し ていきます。  

 

△46％ 

（  単 位 ： 1000t-CO2 ）  

 

△100％ 

【 ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ 実 現 】  

 

～  一 定 の 割 合 で 継 続 的 に Ｃ Ｏ ２ 削 減 に 取 り 組 み ま す  ～  

2050 年 ゼロカーボンシティ 

 
実 現 に向 けて、新 たに中 期  

 目 標 年 度 を設 定  
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②  基準年度 及び 中期目標年度  

  

   ア  現 行計 画では、国と 同様 に基準年度を ２０ １３年度、目 標年 度 

    を２ ０３ ０年度として いま す。このたび 国は 、令和３年４ 月の 地 

球温暖化対策 推進 本部会議で、 基準 年度及び中期 目標 年度を変更  

せずに削減割 合の みを変更しま した が、区におい ても 国の動向を  

踏まえる必要 があ ります。  

イ 基準年度 及び 中期目標年度 を変 更せずに削減 割合 のみを引き上  

 げることで 、ゼ ロカーボンシ ティ 実現に向けた 区の 決意を、区民  

及び事業者に 対し わかりやすく 発信 することがで きま す。 

 

➡  以上のこ とか ら、引き続き 、基 準年度を「２ ０１ ３年度」、中 期  

目標年度を「 ２０ ３０年度」と しま す。  
 

 

③  削減割合  

  

   ア  現 行の 「新宿区第三 次環 境基本計画」 の削 減目標（２０ ３０ 年度 

において、Ｃ Ｏ ２ 排出量を２０ １３ 年度比で２４ ％削 減）に向けて 、  

直近の２０１ ８年 度実績で既に １５.６％削減して おり 、順調に推  

移しています 。ま た、区のＣＯ ２ 排 出量全体の８ ０％ 以上を占める  

民生部門にお いて も、「家庭」 及び「 業務」ともに 一定 の改善が図  

られつつあり ます 。 

こうした状況 を踏 まえ、ゼロカ ーボ ンシティを実 現す るために  

は、社会情勢 の変 化や技術革新 の動 向に柔軟に対 応し つつ、区民・  

事業者・区が 今ま で以上に再生 可能 エネルギーの 導入 や省エネル  

ギーの徹底・ 定着 を推進するな ど、 与条件の中で 今で きる環境配  

慮行動を継続 して 着実に実践し てい くことが重要 です 。 

そのため、中 期目 標年度である ２０ ３０年度の削 減割 合設定に  

    あた って は、長期目標 年度 である２０５ ０年 のＣＯ ２ 排出量 実 質 

ゼロの達成に 向け てバックキャ スト （目標を見据 え、 達成に向け  

て着実に取り 組め るよう算定す る手 法）により、 基準 年度である  

２０１３年度 から 、一定の割合 で継 続的に削減に 取り 組むことを  

前提に算出し ます 。 

イ 国は、令 和３ 年４月の地球 温暖 化対策推進本 部会 議で、削減割  

 合を４６％ に引 き上げ、さら に５ ０％の高みに 向け て挑戦を続け  

ていくことと し、 ２０５０年カ ーボ ンニュートラ ルの 実現に向け  

た取組を加速 化さ せており、区 にお いても国の動 向を 踏まえる必  

要があります 。  

 

➡  以上のこ とか ら、削減割合 を「 ４６％削減」 とし 、さらに  
「５０％の高 みに 向けて挑戦」 を続 けていくこと とし ます。  
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３ 改定計 画における施策体系  

 

（１）施策体 系  

下表のとおり 見直 します。  

 

【 表 】 

 

≪ 見  直  し 前 ≫ 

 

 ≪ 見  直  し 後 ≫ 

基 本 目 標 基 本 目 標 

 
個 別 目 標  個 別 目 標 見直し 

１ 地球温暖化対 策・ ヒート  

アイランド対 策の 推進 

１ ゼロカーボン シテ ィ実現に  

向けた地球温 暖化 対策の推進  
★  

①再生可能エ ネル ギーの活用

とエネルギー 利用 の効率化

の推進  

①再生可能エ ネル ギー等の

導入推進  ★ 

②家庭及び職 場の 省エネルギ

ーへの取組を 支援 し、環境

に配慮したラ イフ スタイル

への転換の推 進  

②省エネルギ ーの 徹底・定着

の推進  
★ 

③ヒートアイ ラン ド対策の  

推進 

③気候変動適 応策 の推進  

(「地域気候変 動適 応計画」) 
★ 

２ 豊かなみどり の保 全と創出  ２ 豊かなみどり の保 全と創出  － 

①まちなかの みど りの保全  

 と創出  

①まちなかの みど りの保全  

と創出  
－ 

②水やみどり に親 しめる  

環境づくり  

②水やみどり に親 しめる  

環境づくり  
－ 

３ 資源循環型社 会の 構築 ３ 資源循環型社 会の 構築 － 

①ごみの減量 とリ サイクルの

推進 

①ごみの減量 とリ サイクルの

推進 
－ 

②適正なごみ 処理 の推進  ②適正なごみ 処理 の推進  － 

４ 良好な生活環 境づ くりの推進  ４ 良好な生活環 境づ くりの推進  － 

①きれいなま ちづ くりの推進  ①きれいなま ちづ くりの推進  － 

②都市型公害 対策 の推進  ②都市型公害 対策 の推進  － 

５ 多様な主体の 連携 による  

環境活動と環 境学 習の推進  

５ 環境学習・環 境教 育の推進  
★ 

①主体的な環 境活 動と 

ネットワーク 化  

①多様な主体 の連 携による  

環境活動と環 境学 習の推進  
★ 

②環境学習の 推進  ②次代を担う 子ど もたち  

への環境教育 の推 進 
★ 

 

【重点】 
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（２）基本目 標１ について  

 

  ①  見直 しの 考え方  

 

     ★  基本 目標１  

ゼロカーボン シテ ィ実現に向け た地 球温暖化対策 の推 進  

 

ゼロカーボン シテ ィ実現を目出 しす ることで、地 球温 暖化対  

策の更なる推 進に 向けた区の決 意・ 姿勢を示す必 要が あります。  

また、区の環 境都 市像を実現す るた めには、ゼロ カー ボンシ  

ティの実現に 向け た取組が重要 であ ることから、 新た に「重点  

目標」として 位置 づけます。  

 

 

     ★  基本 目標１－個別 目標 ① 

再生可能エネ ルギ ー等の導入推 進  

 

太陽光発電シ ステ ムやエネファ ーム 等の創エネル ギー 機器の  

活用に加え、 再生 可能エネルギ ー電 力の導入を重 点的 に推進す  

る必要があり ます 。 

 

 

     ★  基本 目標１－個別 目標 ② 

省エネルギー の徹 底・定着の推 進  

 

ＬＥＤ照明へ の更 新や高効率機 器の 設置など、省 エネ ルギー  

性能の高い設 備・ 機器の導入促 進に 加え、建築物 のＺ ＥＢ化・  

ＺＥＨ化を推 進す るなど、省エ ネル ギーを着実に 徹底 ・定着さ  

せていく必要 があ ります。  

 

 

     ★  基本 目標１－個別 目標 ③  

気候変動適応 の推 進  

 

気候変動適応 法に 基づく「地域 気候 変動適応計画 」に ついて、  

     区 では 、地域 の実情 にあ った適 応策を 設定 する必 要があ り、 改定

計画と 合わ せて策 定する こと が効果 的であ るこ とから 、改定 計画

と一体 化（ 内包） した計 画と して策 定する こと として います 。そ

のため 、気 候変動 による 影響 の回避 ・軽減 の取 組（適 応策） を新

たに盛り込む 必要 があります。  
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②  優先的に 推進 する取組（再 生可 能エネルギー 電力 への切替）  

 

区のＣＯ ２ 排出 量 をエネルギー 別で 分析すると、 電力 の占める割合  

が約７０％と なっ ています。  

そのため、ゼ ロカ ーボンシティ 実現 に向けて、再 生可 能エネルギー  

電力への切替 を優 先的に進めて いく 必要がありま す。  

 

 

◆  区の率先 行動  

    区で は、令 和３年度から 新宿 清掃事務所で 再生 可能エネルギ ー  

電力への切替 を行 い、下表のと おり 大きな成果を 得る ことができ  

ました。  

    （約 １６０ 世帯の年間電 力使 用相当分のＣ Ｏ ２ 排出量を削減 する こと 

ができました 。）  

 

【 表 】 

再エネ切替前  再エネ切替後   ＣＯ ２ 削減量  削減割合  

309.2 t-CO 2  28.4 t-CO 2  △280.8 t-CO 2 △90.8％  

 

    区は 、引き 続き率先垂範 して 、区有施設で の再 生可能エネル ギ  

  ー電力へ の切 替を推進して いく とともに、そ の成 果を情報発信 して  

  いくこと で、 区民・事業者 にも 優先的に取り 組ん でいただける よう  

  啓発して いき ます。  

 

 

◆「新宿再エ ネオ ークション」 の普 及 

区では、区内 の事 業者（法人・ 個人 事業主）を対 象に 、競り下  

げ方式の電力 オー クション「エ ネオ ク」を活用し た「 新宿再エネ  

オークション 」を 令和３年９月 に開 始しました。  

本事業のより 一層 の普及を図る こと で、事業者の 再生 可能エネ  

ルギー電力へ の切 替を推進して いき ます。  

 

 

◆「みんなで いっ しょに自然の 電気」（みい電）の 普及  

      １０都 県市※では 、家庭 等 を対象に 、再生可 能 エネルギー電 力へ

の切替希望者 を募 り、共同購入す る「みんなでいっ しょ に自然の電

気」（みい電 ）の取 組を推進して いま す。 

参加者が多く なる ほど、スケー ルメ リットにより 割安 となるた  

め、本事業の より 一層の普及を 図る ことで、家庭 等の 再生可能エ  

ネルギー電力 への 切替を推進し てい きます。  

 

※ 埼玉県、 千葉県 、東京都、神 奈川 県、横浜市、 川崎 市、 

千葉市、さい たま 市、相模原市 、栃 木県 

 



p. 7 
 

（３）基本目 標５ について  

 

  ①  見直 しの 考え方  

 

     ★  基本 目標５  

環境学習・環 境教 育の推進  

 

  環境活動 への 参加促進や環 境保 全意識の啓発 を図 るなど、環境  

学習及び環境 教育 を今まで以上 に推 進していく必 要が あります。  

 

     ★  基本 目標５－個別 目標 ① 

多様な主体の 連携 による環境活 動と 環境学習の推 進  

 

      区民 ・事業者をは じめ 、地域団体や ＮＰ Ｏ、他自治体 等の 多様 

     な 主体 と連携・協力 しな がら、効果的 に環 境活動及び環 境学 習を 

推進していく 必要 があります。  

 

     ★  基本 目標５－個別 目標 ② 

次代を担う子 ども たちへの環境 教育 の推進  

 

      ２０ ５０年ゼロカ ーボ ンシティ実現 に向 けて、長期的 ・継 続的 

な取組が必要 とな ることから、 次代 を担う子ども たち への環境教  

育をより一層 推進 していく必要 があ ります。  

 

 

②  優先的に 推進 する取組（次 代を 担う子どもた ちへ の環境教育の 推進 ） 

  

環境学習・環 境教 育は、基本目 標１ ～４の基盤と なる 取組です。  

特に、次代を 担う 子どもたちへ の環 境教育は、生 涯を 通じた環境保 全  

意識の基礎と なる と同時に、親 への 波及効果も期 待で きることから 、優  

先的に進めて いく 必要がありま す。  

 

◆ 「環境学 習応援 団」ネットワ ーク の活用による 環境 教育の充実  

  「環境学 習応援 団」ネットワ ーク ※を活用し、 多様 な主体の参画  

 を得ながら 、小 中学校等にお ける 「環境学習出 前講 座」の積極的  

 な展開や、 オン ライン形式も 活用 した「こども エコ クラブ」の推  

 進などを通 して 、環境教育の 充実 を図ります。   

※ 地域に根 ざした 活動を行って いる 環境の専門家 をコ ーディネート  

し、学校や地 域に おける環境学 習を 推進していく しく みのこと  

 

◆  再生可能 エネル ギー電力利用 を通 じた環境保全 意識 の啓発  

  小中学校 等にお ける再生可能 エネ ルギーへの切 替を 推進すること  

で、子どもた ちに 環境配慮の取 組を より身近に感 じて もらい、環境  

保全意識の啓 発を 図ります。  
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４ ゼロカーボンシティ実現に向けた各主体 の役割 

   

ゼロカーボン シテ ィを実現する ため には、今まで 以上 に区民・事業 者・ 区 

がそれぞれの 役割 を果たすとと もに 連携・協力し て、 積極的に環境 配慮 の取 

組を実践して いく 必要がありま す。  

 

【 各 主 体の 役割 イメ ー ジ 】

区

民

一人ひとりが環境保全の意

識を持ち、それぞれの立場に

応じてできることに取り組む

とともに、多様な主体が力を

合わせて環境活動を行うこと。

事

業

者

環境配慮の取組は経済

成長の制約ではなく、む

しろ成長につながるとい

う発想のもと、持続可能

な事業活動を進めること。

【 支 援 ・ 環 境 整 備 】

区
（
事
業
者
）

一事業者とし

て、環境配慮の

取組を率先垂範

して進めること。

行政として、環境保全の啓発を通じて区民・事業者の意識改革、さらには行動変容を促進するとと

もに、ＣＯ２排出削減を始めとした環境配慮に関する施策を各主体と連携・協力しながら推進してい

くこと。

区（行 政）

 

 

５ 改定計 画 作成 スケジュール 

 

令和４年 ７ 月 環境審議会委 員改 選 

８月 環境審 議会 （第１回）【 諮問】    

       ９ 月 環境審議 会（ 第２回）  

      １０ 月 パブリッ ク・ コメントの実 施、 地域説明会  

      １２ 月 環境審議 会（ 第３回）  

 

令和５年 １ 月 環境審議会（ 第４ 回）【答申】  

        ３ 月 改定計画 作成  


